
 

【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成29年３月17日

【四半期会計期間】 第60期第１四半期(自 平成28年11月１日 至 平成29年１月31日)

【会社名】 株式会社TASAKI

【英訳名】 TASAKI & Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役・代表執行役社長(CEO)　　田島　寿一

【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町６丁目３番地２

【電話番号】  (078) 302－3321

【事務連絡者氏名】 取締役・専務執行役(CFO)　　飯田　隆也

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島中町６丁目３番地２

【電話番号】  (078) 302－3321

【事務連絡者氏名】 取締役・専務執行役(CFO)　　飯田　隆也

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
 

EDINET提出書類

株式会社ＴＡＳＡＫＩ(E02392)

四半期報告書

 1/19



第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第59期

第１四半期
連結累計期間

第60期
第１四半期
連結累計期間

第59期

会計期間
自 平成27年11月１日
至 平成28年１月31日

自 平成28年11月１日
至 平成29年１月31日

自 平成27年11月１日
至 平成28年10月31日

売上高 (百万円) 5,541 5,409 22,276

経常利益 (百万円) 686 821 2,231

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 675 791 2,013

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 638 960 1,692

純資産額 (百万円) 7,365 8,875 8,259

総資産額 (百万円) 24,516 24,205 23,495

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 49.71 57.54 147.20

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 48.30 56.35 144.27

自己資本比率 (％) 29.4 36.2 34.7
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　当第１四半期連結累計期間より、金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比

較を容易にするため、前連結会計年度及び前第１四半期連結累計期間についても百万円単位で表示しており

ます。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

 
（小売事業）

　当第１四半期連結会計期間において、TASAKI America Inc.を新規設立しております。

 
この結果、平成29年１月31日現在では、当社グループは、当社及び子会社10社により構成されることとなりまし

た。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

クリスマス商戦を中心とした当第１四半期連結累計期間は、国内小売市場の不透明な状況が続くなか、価格改

定前の駆け込み需要と訪日外国人による底上げ効果があった前年同四半期を下回る結果となりました。商品面で

はTASAKIを代表する商品である「COLLECTION LINE」は前年同四半期を下回りましたが、ホリデー商品並びに真

珠及びダイヤモンドの定番商品は堅調に推移いたしました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間におきましては、売上高は54億９百万円（前年同四半期比2.4％

減）、営業利益は７億24百万円（前年同四半期比9.8％減）、経常利益は８億21百万円（前年同四半期比19.8％

増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は７億91百万円（前年同四半期比17.2％増）となりました。また、当

社グループの経営指標として重要視しておりますEBITDA（※）は８億58百万円となりました。

※EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋その他償却費＋現金流出を伴わない費用

　

セグメントの概況は、以下のとおりであります。

小売事業

小売事業につきましては、上述の要因等により、当第１四半期連結累計期間の売上高は49億11百万円（前年同

四半期比4.2％減）、セグメント利益は７億12百万円（前年同四半期比10.5％減）となりました。

　

卸売事業

卸売事業につきましては、当第１四半期連結累計期間の売上高は４億97百万円（前年同四半期比19.9％増）、

セグメント利益は33百万円（前年同四半期比1,546.0％増）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ７億10百万円増加し242億５百万円となり

ました。これは、主にたな卸資産の増加９億47百万円によるものであります。　

　負債の部につきましては、前連結会計年度末と比べ94百万円増加し153億30百万円となりました。これは、主

に短期借入金の増加４億円、長期借入金の減少３億円によるものであります。　

純資産の部につきましては、前連結会計年度末と比べ６億15百万円増加し88億75百万円となりました。これ

は、主に利益剰余金の増加４億45百万円によるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は８百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 29,000,000

計 29,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年１月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年３月17日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 17,780,566 17,780,566
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は
100株であります。

計 17,780,566 17,780,566 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年１月31日 ― 17,780,566 ― 100 ― ―

 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成28年10月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

　

① 【発行済株式】

平成28年10月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 3,939,200
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 13,811,900
 

 

138,119 ―

単元未満株式 普通株式 29,466
 

― ―

発行済株式総数 17,780,566 ― ―

総株主の議決権 ― 138,119 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式は、全て当社保有の自己株式であります。

２　「完全議決権株式（その他）」における普通株式には、信託が所有する当社株式84,000株（議決権個数840

個）を含んでおります。

３　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式39株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28年10月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社TASAKI

神戸市中央区港島中町
６丁目３番地２

3,939,200 ― 3,939,200 22.15

計 ― 3,939,200 ― 3,939,200 22.15
 

(注) １　上記自己名義所有株式数には、信託所有の当社株式数(84,000株)を含めておりません。

２　当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は、3,939,363株であります。
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２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成28年11月１日から平成

29年１月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年11月１日から平成29年１月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表については、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．金額の表示単位の変更について

当社の四半期連結財務諸表に表示される科目及びその他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりました

が、当第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結累計期間より百万円単位で記載することに変更いたしました。

　なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前第１四半期連結累計期間についても百万円単位で表示してお

ります。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成28年10月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年１月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,904 1,526

  受取手形及び売掛金 884 892

  たな卸資産 14,044 14,991

  繰延税金資産 858 844

  その他 1,427 1,432

  貸倒引当金 △0 △0

  流動資産合計 19,119 19,686

 固定資産   

  有形固定資産 2,484 2,593

  無形固定資産 174 165

  投資その他の資産 ※1  1,717 ※1  1,759

  固定資産合計 4,376 4,518

 資産合計 23,495 24,205

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 454 670

  短期借入金 200 600

  1年内返済予定の長期借入金 ※2,※3  600 ※2,※3  600

  未払金 926 646

  未払費用 132 126

  未払法人税等 50 18

  賞与引当金 211 121

  役員賞与引当金 120 ―

  その他 189 483

  流動負債合計 2,885 3,266

 固定負債   

  長期借入金 ※2,※3  9,100 ※2,※3  8,800

  繰延税金負債 281 294

  再評価に係る繰延税金負債 52 52

  退職給付に係る負債 2,644 2,643

  資産除去債務 210 209

  役員株式給付引当金 8 10

  その他 53 53

  固定負債合計 12,350 12,064

 負債合計 15,235 15,330

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 100 100

  資本剰余金 10,474 10,474

  利益剰余金 6,492 6,937

  自己株式 △9,218 △9,218

  株主資本合計 7,848 8,294

 その他の包括利益累計額   

  土地再評価差額金 97 97

  為替換算調整勘定 199 353

  退職給付に係る調整累計額 △3 11

  その他の包括利益累計額合計 294 463

 新株予約権 116 117
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 純資産合計 8,259 8,875

負債純資産合計 23,495 24,205
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年11月１日
　至 平成28年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年11月１日
　至 平成29年１月31日)

売上高 5,541 5,409

売上原価 1,830 1,756

売上総利益 3,711 3,652

販売費及び一般管理費 2,907 2,928

営業利益 803 724

営業外収益   

 受取利息 1 2

 為替差益 ― 116

 保険配当金 5 5

 雑収入 8 18

 営業外収益合計 15 143

営業外費用   

 支払利息 42 37

 為替差損 84 ―

 雑損失 5 9

 営業外費用合計 132 46

経常利益 686 821

特別利益   

 固定資産売却益 0 ―

 特別利益合計 0 ―

特別損失   

 固定資産除売却損 ― 0

 特別損失合計 ― 0

税金等調整前四半期純利益 686 821

法人税、住民税及び事業税 10 11

法人税等調整額 0 19

法人税等合計 10 30

四半期純利益 675 791

親会社株主に帰属する四半期純利益 675 791
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年11月１日
　至 平成28年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年11月１日
　至 平成29年１月31日)

四半期純利益 675 791

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 △38 153

 退職給付に係る調整額 1 15

 その他の包括利益合計 △36 168

四半期包括利益 638 960

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 638 960

 非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(連結の範囲の重要な変更)

当第１四半期連結会計期間より、新たに設立したTASAKI America Inc.を連結の範囲に含めております。

 
(会計上の見積りの変更)

(退職給付に係る負債の数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数の変更)

従来、数理計算上の差異の費用処理年数は10年としておりましたが、従業員の平均残存勤務期間が短縮したた

め、当第１四半期連結会計期間より費用処理年数を９年に変更しております。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当第１四半期連結会計期間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ４百万円減少しております。

 
(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

(平成28年10月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年１月31日)

投資その他の資産 △0百万円 △0百万円
 

 

※２　財務制限条項

前連結会計年度　(平成28年10月31日)

借入金9,900百万円には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、該当する借入先に対し借入金

を一括返済することになっております。

(1) 平成28年10月期以降の各事業年度末における連結の自己資本額が、平成27年10月期末日における連結の自己資

本額の75％もしくは35億円を下回った場合

(2) 平成28年10月期以降の各事業年度末における単体の自己資本額が、平成27年10月期末日における単体の自己資

本額の75％もしくは35億円を下回った場合

(3) 平成27年10月期以降の連結経常損益が２期連続赤字となった場合

(4) 平成27年10月期以降の各事業年度末における連結の現預金残高が５億円を下回った場合

 

当第１四半期連結会計期間　(平成29年１月31日)

借入金10,000百万円には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、該当する借入先に対し借入

金を一括返済することになっております。

(1) 平成28年10月期以降の各事業年度末における連結の自己資本額が、平成27年10月期末日における連結の自己資

本額の75％もしくは35億円を下回った場合

(2) 平成28年10月期以降の各事業年度末における単体の自己資本額が、平成27年10月期末日における単体の自己資

本額の75％もしくは35億円を下回った場合

(3) 平成27年10月期以降の連結経常損益が２期連続赤字となった場合

(4) 平成27年10月期以降の各事業年度末における連結の現預金残高が５億円を下回った場合

 

※３　コミットメントライン契約

 
前連結会計年度

(平成28年10月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年１月31日)

融資枠総額  3,000百万円 3,000百万円

実行残高 200 400

　差引 2,800 2,600
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年11月１日
至 平成28年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年11月１日
至 平成29年１月31日)

減価償却費 118百万円 132百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年11月１日 至 平成28年１月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年12月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 542 40.00 平成27年10月31日 平成28年１月29日
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年11月１日 至 平成29年１月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年12月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 346 25.00 平成28年10月31日 平成29年１月31日
 

(注)　平成28年12月13日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金２百万円

が含まれております。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自　平成27年11月１日　至　平成28年１月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 
  (単位：百万円)

 
報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２小売事業 卸売事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 5,125 415 5,541 ― 5,541

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 134 134 △134 ―

計 5,125 550 5,675 △134 5,541

セグメント利益 797 2 799 4 803
 

(注) １　セグメント利益の調整額4百万円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自　平成28年11月１日　至　平成29年１月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 
  (単位：百万円)

 
報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２小売事業 卸売事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 4,911 497 5,409 ― 5,409

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 195 195 △195 ―

計 4,911 692 5,604 △195 5,409

セグメント利益 712 33 746 △22 724
 

(注) １　セグメント利益の調整額△22百万円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年11月１日
至 平成28年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年11月１日
至 平成29年１月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額  49円71銭 57円54銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 675 791

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

675 791

普通株式の期中平均株式数(株) 13,582,959 13,757,269

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 48円30銭 56円35銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) ― ―

（うち支払利息（税額相当額控除後）(百万円)） ― ―

普通株式増加数(株) 396,991 289,564

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの
概要

― ―

 

 

(重要な後発事象)

（新株予約権の行使による自己株式の処分）

　当社が発行いたしました新株予約権につき、平成29年２月２日から平成29年３月６日までの間に以下のとおり行使さ

れ、払込を受けたことにより自己株式の処分を行っております。

第２回新株予約権

行使新株予約権個数 55個

処分した普通株式の総数 5,500株

処分価額総額 4百万円

うち新株予約権の発行価額 1百万円

うち新株予約権の行使による払込金額 3百万円

未行使新株予約権個数 205個

減少した自己株式の金額 12百万円

資本剰余金の減少額 △8百万円
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第３回新株予約権

行使新株予約権個数 500個

処分した普通株式の総数 50,000株

処分価額総額 41百万円

うち新株予約権の発行価額 11百万円

うち新株予約権の行使による払込金額 30百万円

未行使新株予約権個数 3,496個

減少した自己株式の金額 115百万円

資本剰余金の減少額 △73百万円
 

 

第５回新株予約権

行使新株予約権個数 181個

処分した普通株式の総数 18,100株

処分価額総額 16百万円

うち新株予約権の発行価額 6百万円

うち新株予約権の行使による払込金額 10百万円

未行使新株予約権個数 32個

減少した自己株式の金額 41百万円

資本剰余金の減少額 △24百万円
 

 

第６回新株予約権

行使新株予約権個数 40個

処分した普通株式の総数 4,000株

処分価額総額 7百万円

うち新株予約権の発行価額 5百万円

うち新株予約権の行使による払込金額 2百万円

未行使新株予約権個数 35個

減少した自己株式の金額 9百万円

資本剰余金の減少額 △1百万円
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２ 【その他】

 

平成28年12月13日開催の取締役会において、平成28年10月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期

末配当を行うことを決議いたしました。

①　 配当金の総額 346百万円

②　 １株当たりの金額 25円00銭

③ 　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 　平成29年１月31日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年３月17日
 

株 式 会 社 T A S A K I

取 締 役 会　　御 中
 

 

新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　市 之 瀬 　申 　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　入　山　友　作　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社TASAKI

の平成28年11月１日から平成29年10月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成28年11月１日から平成29

年１月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年11月１日から平成29年１月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社TASAKI及び連結子会社の平成29年１月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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